
 

資料３－５ 
中央教育審議会大学分科会 

大学院部会人社系ＷＧ（第４回）  

Ｈ２２.１.２５ 

「新時代の大学院教育」（平成１７年中央教育審議会答申）に掲げられた事項の検証 

 

言語学分野（１２大学：国立５、公立１、私立６） 

１．大学院教育の実質化のための取組 
（１）課程制大学院制度の趣旨に沿った教育の課程と研究指導の確立 
 ○人材養成目的の明確化等 
検証項目 主な傾向 

① 各課程・専攻ごとの人材養成目的に関する学則又は研究科規則

等における明確化及びその公表 

② 人材養成目的に沿った学生に修得させるべき知識・能力の具体

化 

 

・平成２０年度において、修士（博士前期）課程の入学定員充足率は、100％を超える

大学が３大学ある一方、５０％を下回る大学も２大学ある。また、入学定員充足率が

平成１７年度と比較して増加した大学はない。 

・平成２０年度において、博士課程の入学定員充足率は、100％を超える大学は５大学

あり、５０％を下回る大学はない。 

 

①について 

・人材養成目的の規定について、１２大学全てで学則又は研究科規則のいずれかで規定

している。なお、１大学（公立）では、学則、研究科規則の両方で規定している。 

・１２大学のうち１０大学において、大学院設置基準の改正を受けて、人材養成目的を

変更している。また、２大学では、新設又は統合大学ですでに人材養成目的は明確化

されているとの判断であった。 

・研究者養成と高度専門職業人養成だけではなく、教育者の養成を人材養成目的に掲げ

ている大学があるのが特徴である（国立３、私立２）。 

・２国立大学では、国際機関、博物館等具体的な活躍場所を想定した人材養成目的とな

っている。 

・区分制博士課程において、６大学では、前期課程と後期課程で人材養成目的を区分し

ている。 

・２大学では、単に、研究者養成と高度職業人養成を目的としており、分野の特徴がみ

られない。 

 

 1 



＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・全ての大学が何らかの形で人材養成目的を掲げていることは良いが、言語学という特

定の学問分野により即した人材養成目的がもう少しあっても良いのではないか。中に

は、高度職業人としての目的と教育者としての目的を分けて掲げているところがある

が、全体的な印象は、言語学という学問分野の特徴がもう一つはっきり見えないよう

に思う。 

 

 

②について 

・学生に修得させるべき知識・能力について、学則又は研究科規則で規定している大学

は、５大学（国立３、私立３）である。そのほかＨＰ、履修要項等において記載して

いる大学は、５大学（国立１、公立１、私立３）である。 

・３大学では、大学院設置基準の改正を受けて、学生に修得させる知識・能力を具体化

するため、学則等の改正をしている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・基本的にどの大学も学生に修得させるべき知識・能力については具体的に記述してい

るようだ。 

 

 

 
 
 ○体系的な教育課程の編成・コースワークの充実等 

検証項目 主な傾向 

① 課程制大学院制度の趣旨に沿った、課程等ごとの人材育成目的

に応じた教育内容・方法の充実 

② 専攻分野に関する高度の専門的知識・能力の修得とあわせて、

学修課題を複数の科目等を通して体系的に履修するコースワ

ークの充実 

③ 講義と実習といった複数の授業の方法を組み合わせなど、多様

な授業科目の導入 

・平成２０年度において、修士（博士前期）課程の入学定員充足率は、100％を超える

大学が３大学ある一方、５０％を下回る大学も２大学ある。また、入学定員充足率が

平成１７年度と比較して増加した大学はない。 

・平成２０年度において、博士課程の入学定員充足率は、100％を超える大学は５大学

あり、５０％を下回る大学はない。 

①②について 

・すべての大学において、体系的な教育課程に取り組んでいる。また、６大学において、
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④ 人材養成目的や特色に応じたアドミッション・ポリシー（入学

者受入方針）の明確化及びそれを適切に反映した入学者の選考

上の工夫 

⑤ 単位制度の趣旨に沿って、学習量の確保や修得すべき単位数に

ついての見直し等の単位の実質化のための工夫 

⑥ 修士課程及び博士課程（前期）の修了要件について、修士論文

の審査を課す場合と、大学院の各課程の目的に応じて特定の課

題についての研究の成果の審査を課す場合とにおける教育・研

究指導の在り方の工夫 

⑦ 各大学の自主的な検討に基づいた、豊かな学識を養うための複

合的な履修取組（主専攻・副専攻制やジョイントディグリー）

の導入 

 
 
 
 
 
 

近年教育課程の変更を行っている。具体的には、 

・３大学において、必修科目、選択科目の区分を設けている。 

・４大学において、博士論文作成プロセスとして、論文演習、論文指導の科目を履修

した上で、研究論文の作成に入るようにしている。 

・１大学において、後期課程においてもコースワークを設定している。 

・ほとんどの大学が就職志望と進学志望で教育内容を分けることはしていないが、１国

立大学では、専攻単位で、研究者養成を主目的とするかと高度職業人養成を主目的と

するか、設定している。 

・専門分野に限らない幅広い能力を身に付けることができるようになったと評価してい

る一方、学生が専門分野に閉じこもりがちであることや、教員の負担が課題として挙

げられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・各大学とも、特に前期課程において体系的なコースワークを課している点は良い。後

期課程におけるコースの取り方、また、指導の在り方については、ばらつきが見られ

るようだ。また、研究者養成と教育等の職業人養成目的にみあった教育内容の区別を

しているところはほとんどないが、逆に、幅広い知識が得られるような履修形態が採

用されている大学が見られる。問題は、そのような幅広い選択肢がある場合に、個人

個人の目的に応じてどのような履修形態が最も良いかについての指導がどこまで行

われているか、だろう。 

 

④について 

・３大学（私立）を除き、アドミッション・ポリシーを明確化している。 

・３大学（国立）において、人材養成目的とアドミッション・ポリシーの変更を行って

いるが、５大学は人材養成目的を変更したが、アドミッション・ポリシーは変更して

いない。 

・前期課程か後期課程のいずれかで、入学者増に結びついた大学は４大学にとどまる。 

・６大学で、社会人特別選考や外国人留学生特別選考を行っている。他方、社会人の専

門性の保証が不十分であることを課題に挙げている大学がある。 

・アドミッション・ポリシーと研究領域との関連性を見えるようにすることを課題とし

て挙げている大学がある。 
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＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・人材養成目的と実際のアドミション・ポリシーに必ずしも反映されていない大学が半

数ある点は問題だろう。ただし、アドミション・ポリシーが変わっても、それが入学

者の増加に結びついていない、ということは、アドミション・ポリシーの内容の問題

もあるだろうが、大学・大学院としての宣伝不足などの事務レベルの問題もあるだろ

う。社会人特別選抜や外国人特別枠などを採用している大学もあるが、それにより大

学院としての質的向上につながっていないようだ。どのような目的で社会人や留学生

を入学させるのかについて考える必要があるように思う。 

 

 

⑤について 

・２大学（国立）において、博士課程修了までの標準的なスケジュールを提示している。 

・１大学（国立）において、論文指導を単位化している。 

・１大学（私立）において、シラバスで単位の考え方の明確化を図っている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・単位制度の趣旨に沿って、学習量の確保や修得すべき単位数についてはあまり具体的

な記述が見られないようだ。基本的に履修要覧等に記されていること指導教官の指導

を通して学習量と質の保証がされることが望ましいだろう。 

 

 

⑥について 

・修了要件に特定の課題研究や学習の成果を求める場合、それを制度化したのは６大学

（国立４、私立２）であり、うち３大学は、大学院設置基準の改正を踏まえて制度化

した。 

・また、１大学（公立）では、早期修了と長期履修を可能とする学則改正を行っている。 

・平成２０年度において、修士課程修了者のうち進学する割合は、５０％を超える大学

はなく、進学者の割合は決して高くない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・博士前期課程修了要件と明確に制度化しているところが半数、というのは少ないので

はないか。修士論文を課すか、あるいは、それ以外の方法を用意するかは各大学の方
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針によって決まっているのだろう。 

 

 

⑦について 

・２大学（私立）で、主専攻・副専攻制を導入しており、１大学（公立）で、ジョイン

トディグリーを導入している。また、検討中の大学も２大学ある。 

・逆に、主専攻・副専攻制については、幅広い知識を身に付けるため従来の細かな専攻

を廃止して、大括りにした大学や、学生数が少ないため専攻の細分化は難しいという

大学もあった。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・主専攻・副専攻のような制度は、既にある別の専攻との相互乗り入れ（クロスリステ

ィング等）が可能であればさほど難しいことではないだろうが、新たに科目等を設け

るとなると人数が少ないところでは難しいだろう。 

 

 

 
 
 
 
 
○円滑な博士の学位授与の促進 

検証項目 主な傾向 

① 厳格な成績評価と適切な研究指導により、標準修業年限内に円

滑に学位を授与することができる体制の整備 

＜円滑な学位授与を促進するためのプロセス管理等＞ 

② 学位授与に関する教員の意識改革の実施（課程制博士制度の趣

旨の徹底、各大学における博士論文の要求水準の在り方の検討）

③ 学生を学位授与へと導く教育のプロセスを明確化する仕組みの

整備（コースワーク修了時に学生が博士論文を提出できる段階

に達しているか否かを審査する仕組みの整備、中間発表実施の

・平成２０年度において、博士課程の入学定員充足率は、100％を超える大学は５大学

あり、５０％を下回る大学はない。 

①②③④について 

・区分制博士課程の大学のうち、1 大学を除いてすべて、博士課程の標準修業年限内の

学位授与率が５０％以下となっている。 

・主な原因としては、水準の高い学位論文をまとめるためには３年間では足りないこと、

海外留学をすること、社会人学生は生活とバランスをとる必要があること等が挙げら

れている。 
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仕組みの整備、口頭試験など理解度を確認する仕組みの整備、

学位審査申請時期の明確化、年間に複数回申請できる仕組みの

整備） 

④ 学位授与へと導く教育のプロセスを踏まえた適切な教育・研究

指導の実践（学位論文作成に関連する研究活動の単位認定・指

導強化、確実な論文指導の時間の確保、複数の指導教員による

論文指導体制の構築、留学生の英語等による論文作成の認可・

語学力に対応した適切な論文指導の実施） 

＜学位授与プロセスの透明性の確保等＞ 

⑤ 学位論文等の公表（論文要旨、審査結果要旨の公表及び公表方

法）論文審査方法の改善（論文審査委員名の公表、学外審査委

員の登用、口述試験の公開） 

 

・他方、改善方策は５大学で取り組んでおり、具体的には、博士論文提出までの標準的

なスケジュールの提示や研究支援補助等が挙げられている。他方、根本的な改善方策

はないという意見もある。 

・修了年限を超えた学生に対しては、授業料の減免を５大学が、ＴＡ・ＲＡの積極的な

採用を１大学が実施している。他方、５大学では特別な経済的支援は講じていない。 

・博士後期課程対象の全ての大学において、学位授与を促進するための複数の取組を実

施。特に、中間発表実施、学位審査申請時期の明確化、申請の年複数回化、確実な論

文指導の時間の確保、複数の指導教員による論文指導体制の構築は多くの大学が取り

組んでいる。 

・他方、口頭試験など専攻分野の理解度の確認、学位論文作成に関連する研究活動の単

位化については、取り組んでいる大学は半数以下である。 

・円滑な学位授与促進に向けたプロセス管理が、必ずしも学位授与の促進に繋がってい

ない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・博士の学位取得のための方策は、それぞれの大学で考えているようだが、博士号の取

得率が低いのは気になる。中間発表や口頭試験を課したり、論文提出までのスケジュ

ールを提示したりしながら改善に努力しているのは良い。しかし、もう一つ大きな問

題は、経済的支援だろう。奨学金等の経済支援が不十分なために、なかなか勉強に集

中できない学生が多いのだろう。ＲＡやＴＡを取り入れても、それだけで授業料がま

かなえる訳ではない。 

 

 

⑤について 

・博士後期課程対象の全ての大学において、学位授与プロセスの透明性の確保の取組を

実施。学位論文の要旨の公表、論文審査委員名の公表、学外審査委員の登用は、多く

の大学が取り組んでいる。 

・他方、口述試験の公開、学位論文の取得条件の明示、については、取り組んでいる大

学は半数以下である。 

・１大学のみ、指導教員を主査としない制度を実施している。指導教員を主査とするこ

とについて、指導教員の力が強く働いてしまうという意見と、学位取得候補者の研究
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内容をよく理解する教員が少ない小規模大学院だと形式的な審査に陥る可能性があ

るという意見があった。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・全ての大学において、学位授与プロセスの透明性の確保の取組を実施している。しか

し、口述試験の公開等の取り組みをしている大学が比較的少ないのは問題ではない

か。また、論文審査の際に、指導教官が主査にならない、という制度を実施している

大学があるようだが、論文の質的保証を確保するための方策としては考慮に値するか

もしれない。 

 

 

 

 

○教育体制の整備及び教員の教育・研究指導能力の向上 
検証項目 主な傾向 

＜体系的な教育課程の編成と教員の教育内容・方法の改善のための

組織的活動の実施＞ 

① 関係教員間における、養成する人材像についての認識の組織的

な共有及び社会の要請等への対応状況に関する確認 

② 課程の目的、教育内容・方法についての組織的な研究・研修（フ

ァカルティ・ディベロップメント（ＦＤ））の実施 

③ 助教の新設を踏まえた、教員の役割分担及び組織的な連携体制

の導入 

④ 各大学院の自主的な検討に基づいて、教育・研究指導に関する

教員の時間配分の組織的な管理 

＜成績評価基準の明示と厳格な成績評価・修了認定の実施＞ 

⑤ 教員による、各授業の目標、授業方法、学位論文の作成や審査

に至るプロセス、課程の年間計画、成績評価基準等のあらかじ

めの明示、及び同基準等に照らした厳格な成績評価・修了認定

の実施 

＜教育研究活動の評価の実施と活用・反映＞ 

①②について 

・１０大学において、定期的にＦＤ活動が行われている。頻度は月１～年１，２回程度。

他方、２大学では何も実施されていない。 

・大学院教育に対する教員の意識の共通理解が高まっていると評価している一方、課題

としては、個人差もあるので更なる意識向上や、研究時間の確保があげられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・大学院におけるＦＤ活動が大方の大学で実施されている点は良い。教員間の教育・研

究の評価に対する共通認識があることは非常に大切である。 

 

 

③④について 

・助教を採用している専攻は１大学のみ。ここでは、助教は研究に専念できるよう事務

的作業は外されている。 

・教育研究の時間管理について、８大学では各教員にゆだねているのみである。 

・時間管理について、課題としては、研究時間の確保や教員の負担が挙げられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 
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⑥ 各大学院の自主的・自律的な検討に基づく、教育活動に関する

評価の導入、人事・採用面における処遇等への活用・反映 

 

 

 

・ＰＤの採用が可能な大学はあるようだが、助教の採用がほとんどない、というのは問

題だろう。もっと若手研究者を育成すると同時に、准教授以上の教員の負担の軽減、

そして研究時間の確保を重視しなければならないだろう。特に、学部と大学院の両方

を教えなければならない教員の負担は相当なものである。 

 

 

⑤について 

・１大学を除いて、各授業の目標、授業方法、学位論文の作成や審査に至るプロセス、

課程の年間計画、成績評価基準等をシラバスや年度初めのガイダンス等で学生に明示

している。 

・大学院設置基準の改正を受けて、３大学ではシラバスの変更を行っている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・ほぼ全部の大学で授業の目的、方向、学位論文作成、審査等に関するガイダンスを行

っている点は良い。 

 

 

⑥について 

・教員の教育活動に対する評価の仕組みは、９大学において導入されており、具体的に

は、授業評価アンケートの実施や、自己評価報告書の提出等を行っている。 

・２大学において、教育活動の評価を処遇等への活用をしている。（参考程度を含む。） 

・課題としては、評価基準があげられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・授業評価アンケート等を殆どの大学が導入している点は良いが、その結果をどのよう

に使うかについては基準があまり見られない。これは、学部でも同じだが、大学院の

教育の質的向上を図るためには必要なことである。 

 

 

 

 

（２）産業界等と連携した人材養成機能 
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検証項目 主な傾向 

① 大学院と産業界が、目指すべき人材養成目標とそれに即して修

得すべき専門的知識・能力の内容を共有した、産学協同教育プ

ログラムの開発・実施する取組の導入 

② 単位認定を前提とした長期間の実践的なインターンシップの導

入 

③ 学位論文の審査や教育課程の策定への産業界等の研究者の参画

④ 大学院と産業界の情報交換の実施 

⑤ 大学院による教育内容・方法の改善、学生のキャリアパス形成

に関する指導、博士課程修了者の市場への積極的なアピールの

実施 

 

 

 

 

・平成２０年度において、修士（博士前期）課程修了者の就職率は４割弱。就職先は、

学校教員が多いが、そもそも、一時的な職に就いている者、就職も進学もしていない

者や不詳の者が多い。 

・平成２０年度において、博士課程修了者の就職率は５割弱であり、博士号取得者の就

職率の方が、満期退学者の就職率より高い。就職先は大学教員が多い。 

①について 

・７大学が、専攻の性格から産業界との連携はなじまないことから、産業界との連携は

行っていない。 

・５大学において、産業界と連携した教育プログラムを行っている。具体的には、通訳

会社との連携プログラムの開設や、教育委員会との共同による教員養成講座等があ

る。 

・他方、必ずしも就職率の上昇につながっていない。 

・研究者以外の道で学位取得者が文系専門知を活かせる可能性を開拓することが課題で

あり、諸外国では行政職、大学運営、大学図書館の資料収集専門家などに学位取得者

を配しているので、参考にしたいとの意見があった。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・半数ぐらいの大学では、言語学と産業界との連携はなじまないと答えているが、産業

界との連携については、言語学の分野によっては十分考えられる。脳科学、人工知能

のような高度専門領域から、教育関連業界や行政職などのより実践的な領域まで、

様々な分野での連携が考えられるだろう。今後はもっとそのような連携についてもよ

り積極的に取り組む必要がある 

 

 

②について 

・単位化した長期間のインターンシップを実施している大学は、１大学のみである。ほ

とんどの大学が、専攻の性格からインターンシップは必要ないと考えている。 

・実施している大学においても、提携先の確保が課題としてあげられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・基本的に言語学という専門領域の性格上長期のインターンシップは必要ない､という
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意見があるようだが、特に教育重きを置く専攻やプログラムの場合は、教育実習を含

め、インターンシップの実施を考える必要があるのではないかと思う。 

 

 

③について 

・１大学が、制度的に学外審査員として可能だとしても実績がない。ほかのすべての大

学が、専攻の性格上必要ない、または、適任のパートナーが産業界等にはいないと考

えている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・分野によっては十分考えられることだろう。ただし、学外審査委員の選定基準等の整

備がないと難しいかもしれない。 

 

 

④⑤について 

・９大学は、キャリアパス支援を行っていない。専攻内容からして、産業界等には進ま

ないと考えられている。 

・実施している大学においては、中間評価論文提出後に研究者以外の進路についても検

討もすること、研究者に限らない人材輩出を目的としたキャリアデザインセンターの

設置等を行っている。 

・学生の能力に関する産業界等へのアピールはほとんど行われていない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・言語学は様々な分野に適用できるので、もっと大学や研究所以外のキャリアについて

も積極的に模索し、産業界に対するアピールをすべきだろう。そのためには、大学の

キャリアセンター等と共同して言語学の大学院修了生のキャリアデザインじついて

考える必要があるだろう。 

 

 

 
 
（３）学修・研究課題の改善及び流動性の拡大 
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 ○学生に対する修学上の支援及び流動性の拡大 

検証項目 主な傾向 

＜学生に対する修学上の支援＞ 

① 大学院生に対する経済的支援の実施（特別研究員、ＴＡ、ＲＡ

等） 

＜学生の流動性の拡大＞ 

② 大学院入学後の補完的な教育の提供、学生に対する経済的支援

の判断を可能な限り早期に行う仕組みの導入 

＜社会人が学ぶための環境整備＞ 

③ 企業等のキャリアパス形成に応じた各大学院におけるリカレン

ト教育（企業内の再教育・研修等を目的とした大学院教育プロ

グラム）の実施 

④ 社会人教育を対象とした多様な制度（長期履修学生制度、修士

課程短期在学コース・長期在学コース、夜間大学院、通信制大

学院及び昼夜開講制大学院等）の活用を通じた、社会人の大学

院教育へのアクセスの拡大 

 
 
 
 
 

①について 

・すべての大学において、経済的支援の取組を実施している。大学独自の奨学金制度の

実施、授業料減免制度の実施、基盤的経費によるＴＡ・ＲＡの雇用については、多く

の大学において行われている。その他としては、学会の参加費補助、複写費の支給等

が行われている。 

・多くの大学が、経済的支援の拡充及びそのための財源確保を課題として挙げている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・大学院生に対する経済的支援は大きな問題である。ＴＡ、ＲＡとして雇用されても、

その給与は決して高くないので、どうしてもそとで仕事やバイトをしながら研究をし

なければならない、という現状がある。 

 

 

②について 

・９大学において、学士課程の授業の履修を認めている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・多くの大学で学部の授業の履修を認めている、ということだが、修了に必要な単位と

して認めるかどうかについて十分考えなければならないだろう。大学院の授業を優秀

な学部生が履修し、卒業単位として認定することは良くあることだが、その逆につい

ては、その科目の位置づけ等について考慮する必要がある。 

 

 

③④について 

・６大学において、夜間・土日開講を実施している。また、４大学において、長期履修

制度、修士課程の短期在学コースを実施している。 

・平成２０年度において、修士段階では２割弱が社会人、博士後期課程では約３割が社

会人である。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・比較的社会人学生の割合が高い点はリカレント教育としての位置づけが強調されてい
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ると言える。また、社会人の多くは教育関係の仕事に携わっている点も良いことであ

るだろう。ただし、社会人入試や夜間授業の実施、短期在学コース等の開設をもっと

積極的に行う必要があるだろう。 

 

 

 
 
○若手教員の教育研究環境の改善 

検証項目 主な傾向 

＜若手教員の教育研究環境の改善＞ 

① 博士課程からポスドク、助教等といった大学における教員・研

究者としてのキャリアの各段階に応じた体系的な研究支援の措

置 

② 博士課程学生、ポスドク、助教等の研究スペースの確保等、若

手教員の活躍の場に配慮しつつ組織的な教育を展開していける

ような施設マネジメントの取組の実施 

③ スタートアップのための資金の支給、研究スペースの確保、研

究支援体制の充実など、テニュア・トラックにある若手教員が

資質・能力を十分に発揮できるよう、研究に専念できる体制の

整備 

＜教員・研究者の流動性の拡大＞ 

④ 教員の採用の公募制・任期制の導入 

⑤ 各大学院の自主的な検討に基づく、採用・選考・人事システム

等の改革（１回異動の原則の導入、テニュア・トラック制の導

入） 

⑥ 大学院・企業等における、同様の専門分野の任期付研究者やポ

スドクに関する人材交流 

 

①②③について 

・１大学において、研究室（スペース）の確保を、５大学においてポスドクを研究員と

して採用する制度を講じている。 

・１大学において、テニュア・トラックを導入している。また、若手教員に対して研究

奨励費を支援している大学は、３大学ある。 

・課題としては、期間限定の支援になってしまうこと、任期終了後の就職が挙げられて

いる。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・若手研究者の育成をするためにはＰＤや助教等の採用をもっと積極的に導入すべきだ

ろう。それと同時に、奨学金等の経済支援制度の充実を図る必要がある。 

 

 

④⑤⑥について 

・１１大学において、教員採用の公募制、任期制が行われている。 

・課題としては、任期のある教員と任期のない教員の教育研究環境の設定、任期終了後

の教員の処遇が挙げられている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・殆ど全ての大学で、公募制の教員採用が行われている。また、任期制の教員の採用も

進んでいるのは、若手研究者養成を考える上で非常に良い傾向だろう。 
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２．国際的な通用性、信頼性の向上（大学院教育の質の確保）のための方策 
 ○大学院評価の確立による質の確保 

検証項目 主な傾向 

① 大学院における、自己点検・評価の教育活動改善サイクルの中

での明確な位置づけ、評価を行う責任体制の明確化、及び事務

体制の整備 

② 評価に必要な情報（定員充足率、教育・研究指導状況、学位授

与率、学生の経済的支援の状況、就職先等）について、各大学

院の自己点検・評価の項目等を踏まえた、活用しやすい形での

システム化の実施 

③ 大学院における、専門分野別自己点検・評価結果の積極的な公

表、それを踏まえた教育内容・方法の見直しや改善、外部検証

の実施 

 

①②③について 

・１０大学が、自己点検・評価の位置づけの明確化、評価に伴う責任体制の明確化、事

務体制の整備等が行われていると回答。 

・なお一部の大学では、自己点検・評価は実施しているものの、改善サイクル中の位置

づけ明確化や情報のシステム化などには至っておらず、現状では不十分との認識も示

されている。 

・また、未実施２大学は、特に検討していなかったこと、外部評価の際に自己評価を実

施していることを理由に挙げている。 

・明確化等の成果として、教員の意識向上などが挙げられている。 

・一方で課題として、評価資料の作成にかかる時間的負担の大きさ、多岐にわたる教員

の専門分野からくる統一基準策定の難しさ、検証機会の確保と充実が挙げられてい

る。 

・専門分野別自己点検・評価結果を実施しているのは８大学で、検討中が2大学。実施

８大学すべてが評価結果を公表している。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・自己点検・評価については、大学基準協会の第３者評価もあり、ほとんどの大学で行

われている。また、評価の結果を受け、問題点の解決・整備を行うことで、全体的な

改善が行われているだろう。ただし、ＰＤＣＡサイクルとして十分機能しているかど

うかについては、疑問があるようだ。外部評価の価値は大きいものの、そのための準

備に膨大な時間がかかること、また、教員にとって過大な負担となっている点は確か

にあるだろう。何らかの形でより効率的な方法を見出すことができれば良くなるだろ

う。 
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 ○大学院の教育研究を通じた国際貢献・協調 

検証項目 主な傾向 

① セメスター制の導入や秋季入学など留学生を円滑に受け入れる

ための工夫など、留学生が学ぶための環境整備、受け入れ体制

の充実 

② 海外分校・拠点の設置、外国の教育研究機関との連携、Ｅ－ラ

ーニング（情報通信技術を利用した履修形態）等を通じた国境

を越えた教育の提供や研究の展開等の実施 

③ 大学院に関する情報を海外からも把握できるような情報発信 

④ 国際的に卓越した教育研究拠点の形成を目指す場合における、

大学院の組織編成の柔軟な実施、学内・学外との連携の強化、

国内外の優秀な研究者・学生が協同で教育研究を進められるた

め体制の整備、及び施設設備の共同利用の促進などを含めた教

育研究機能の充実 

 

・留学生比率は、修士段階では０～50％程度。博士後期課程では５～50％とばらつきが

あるが、国公立大学が私立大学に比較し高めの傾向にある。 

①について 

・８大学においてセメスター制を導入し、１大学において秋期入学制度が導入されてい

る。 

・セメスター制を導入していなくとも留学生比率が増加している大学もあれば、導入し

ていても減少している大学もあり、セメスター制の導入による注目すべき定量的変化

は認められない。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・留学生の数に関しては、かなりのばらつきがあるようだが、今後、大学の国際化を推

進するためには、より積極的に受け入れる必要があるだろう。しかし、問題はその手

目の環境整備である。多くの大学では攻めスター制を導入しているが、まだ９月入学

を実施しているところはほとんどない。教育内容や教育方法も含めて、より充実した

体制の構築が必要だろう。 

 

 

②③について 

・７大学が海外拠点の設置やE-ラーニング、海外大学との協定等を締結している。 

・未実施５大学については、概ね学部レベルでは実施しているものの、大学院レベルで

は学問領域の特質等を理由に実施していない。 

・主な取組は、外国語ホームページの整備による情報発信や学術交流協定など。 

・成果としては、海外からの問い合わせが増加し留学生の国籍が多様化する等がある。 

・課題としては、予算の確保を挙げる大学が多いほか、留学支援関連業務に係る教職員

の負担増や、留学生の日本語力など挙げられている。 

 ＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・海外拠点の設置やネットを利用した教育体制の確立、また、海外大学との提携等を活

用する必要があるだろう。学問的特殊性から実施していない、という大学があるよう

だが、そのようなことはないのではないだろうか。どのような分野であっても、国際
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化は避けて通れないはずである。なお、留学生を受け入れる際の問題点は多々あるが、

それと同時に、日本人学生の海外派遣についても今後益々積極的に実施していく必要

があるだろう。 

 

 

④について 

・博士課程を有する１０大学のうち７大学が何らかの取組を行っている。 

・特にⅡ学内・学外との連携強化については、６大学が何らかの取組を実施。 

・修士課程2大学については、博士課程を有さない以上、大学の理念的にも国際的拠点

にはなり得ない、目指していないという回答となっている。 

・課題としては、宿泊施設の整備、研究成果発信の環境整備、教員負担増などが挙げら

れている。 

＜委員の評価＞ （取組についての評価、今後の方向性等を以下に記入願います。） 

・博士後期課程において、もっと積極的に学内外、国内外の研究者との交流等を促進す

べきだろう。そのための日本側の条件整備がまだまだ遅れている点が大きな問題であ

る。 

 

 

 


